
会員規約変更箇所 

 

現  行 改  正 

第１５条（会員資格の喪失） 

会員が以下のいずれかに該当する場合、会員資格を喪失するとともに、

保有する積立ポイントの全てが失効するものとします。また、当社は会

員が以下のいずれかに該当する可能性があることを認識した場合、認識

した時点で当該会員への本プログラムの全部または一部の提供を停止す

ることがあります。 

(1) 本規約、TOKAI STATION POINTアプリ利用規約その他当社との間

の契約に定める条件（本規約第 18条に基づく表明及び確約を含む。）

に違反し、当社が会員として不適格であると判断した場合 

(2) 第 3条第 3項各号のいずれかに該当することが判明した場合 

(3) 不正利用、本プログラムの利用上必要のない複数回の会員登録、その

他正常でない方法で本ポイントが付与され又は本ポイントおよび特典

が利用された場合 

(4) 当社からの連絡が取れなくなった場合 

(5) 本ポイントの付与又は利用を伴うポイント残高の最終変動日から 2年

間本プログラムのご利用がない場合 

(6) 本アプリをインストールして会員証が発行された日から 2年間本プロ

グラムのご利用がない場合 

(7) 死亡した場合 

 

第１５条（会員資格の喪失） 

会員が以下のいずれかに該当する場合、当社は会員に事前に通知すること

なく、当該会員の会員資格を喪失させることができるほか、当該会員が保

有する積立ポイントの全てを失効および本プログラムの全部または一部の

提供を停止させることができるものとします。 

(1) 本規約、TOKAI STATION POINTアプリ利用規約その他当社との間

の契約に定める条件（本規約第 18条に基づく表明及び確約を含む。）

に違反し、当社が会員として不適格であると判断した場合 

(2) 第 3条第 3項各号のいずれかに該当することが判明した場合 

(3) 不正利用、本プログラムの利用上必要のない複数回の会員登録、その

他正常でない方法で本ポイントが付与され又は本ポイントおよび特典が

利用された場合 

(4) 当社からの連絡が取れなくなった場合 

(5) 本ポイントの付与又は利用を伴うポイント残高の最終変動日から 2年

間本プログラムのご利用がない場合 

(6) 本アプリをインストールして会員証が発行された日から 2年間本プロ

グラムのご利用がない場合 

(7) 死亡した場合 

 


